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鹿行ﾆｭｰｽ No.45             
 

令和３年９月 13 日 

鹿 児 島 県 行 政 書 士 会 
鹿児島市与次郎２-４-３５ ＫＳＣ鴨池ビル２０２号室 

 (敷地内併設の駐車場は３０分無料） 
電話：099-253-6500 FAX：099-213-7033 

 

鹿児島県行政書士会    

会員各位                          会 長 鶴  信光  

 
 

日行連より令和３年９月９日付日行連発第 753 号「マイナンバーカードの普及促進事業の

実施」についての周知要請がありましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記記載の＜別添＞については、鹿児島県行政書士会「会員専用サイト」の鹿行ニュースに掲載いた

します。 
 

   
 日行連発第７５３号  

令和３年９月９日  

各単位会長 様 

日本行政書士会連合会 

会 長 常住  豊                      

 
マイナンバーカードの普及促進事業の実施について（お願い） 

 

政府のマイナポイント事業の施策展開や各地方自治体による申請促進の取組みによ

り、マイナンバーカードの交付枚数は、令和3年8月22日時点で4,705万人となり、およそ

国民の3人に1人が持つカードとなっています。 

また、デジタル改革の司令塔となるデジタル庁が本年9月1日、発足しました。各府省

庁に対する強力な総合調整の権限を持ち国の情報システムを統括・監理するとともに、

マイナンバーカードを活用した行政手続のデジタル化がさらに加速化して展開するもの

と考えられます。 

さらには、マイナンバーカードを所管する総務省においても特設ウェブサイトの開設

やＴＶコマーシャルの放映など、様々な普及促進キャンペーンが開始されております。 

これに伴い、総務省から本会に対しても本事業推進に係る協力依頼がありました。詳

細は現在調整中ですが、本会と総務省が業務委託契約を締結することを前提に、単位会

における相談会等でマイナンバーカードの取得申請勧奨・申請支援や会員による顧客へ

の取得申請勧奨・申請支援等を事業の具体的イメージとして検討を進めております。 

事業開始は本年秋頃とみこまれており、正式な時期が確定しましたら改めてご案内申

し上げるとともに、実施要領（仮称）等を作成し提供させていただきますが、取り急ぎ

概要についてご報告いたします。 

各単位会におかれましては、別添の実施概要（目的及び趣旨等）をご参照いただき、

所属会員への周知等の協力方をお願い申し上げます。 

以上 

 
 ＜別添＞ 

〇マイナンバーカードの普及促進事業の実施について（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




